
◎注意
解体工事業に係る専任技術者の要件を満たすためには、一定の資格や経験の他に加えて、要件が必要になる場合がございます。
詳細は以下一覧表の、資格区分に対応する備考欄をご参照ください。

「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

一般 特定

０１ 1 ２

０２ 4 ５

０４ ６

１３ 7 9
①平成28年度以降の合格者
②平成27年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了または
解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

１４
種
別

7 8
①平成28年度以降の合格者
②平成27年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了または
解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

２０ 7 9
①平成28年度以降の合格者
②平成27年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了または
解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

２２ 7 8
①平成28年度以降の合格者
②平成27年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了または
解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

４１ 7 9
登録解体工事講習を修了または解体工事に関する実務経験が１年以
上ある者

４２ 7 9
登録解体工事講習を修了または解体工事に関する実務経験が１年以
上ある者

職
業
能
力
開

発
促
進
法

５７ 7 8
一般・特定とも、等級区分が2級の場合は合格後3年以上の解体工事
業に関する実務経験が必要（平成16年4月1日までの合格者は解体
工事業の実務経験1年以上）

建
設
業
法

施
行
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則

６０ 7 8解体工事（解体工事施工技士）

別紙②　有資格コード一覧（解体工事業）
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士
法

とび・とび工

7 8
①平成28年度以降の合格者
②平成27年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了または
解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

躯体

建設 （「鋼構造及びコンクリート」を除く）
総合技術監理 「建設」（鋼構造及びコンクリートを除く）

建設 「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理 「建設－鋼構造及びコンクリート」

土木

１級建築施工管理技士

２１

２級建築施工管理技士

コード 資格区分
解体工事業

備考

種
別

建築

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
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